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メ
ン
ト
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〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
可
能
性

1

西
　
山
　
良
　
平

〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
有
効
性

　
小
論
で
は
、
歴
史
や
社
会
を
有
効
に
検
討
す
る
た
め
に
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
〉
の
先
行
研
究
や
論
点
を
提
示
す
る
。
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
や
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
近
代
史
研
究
で
は

数
多
く
の
成
果
が
あ
り
、
日
本
近
代
史
で
も
研
究
が
進
展
す
る
。
し
か
し
、

ア
ジ
ア
史
や
日
本
の
古
代
・
中
．
世
史
で
は
く
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
視
角
が
不

在
で
あ
り
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
や
講
本
近
代
史
の
成
果
を
墜
囎

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
論
点
の
提
示
に
は
多
数
の
先
行
研
究
を
総

括
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
筆
者
の
能
力
の
限
界
か
ら
、
代
表
的
な
研
究
を
ア

ト
ラ
ン
ダ
ム
に
取
り
上
げ
、
整
理
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
最
初
に
〈
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
語
義
を
概
観
す
る
。

　
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
す
な
わ
ち
記
念
碑
は
、
人
物
・
時
代
・
事
件
な
ど
を
歴
史

的
・
社
会
的
・
文
化
的
に
永
久
に
記
念
す
る
た
め
に
作
ら
れ
る
「
も
の
」
で

あ
る
。
①
埋
葬
地
の
墓
碑
、
②
特
定
の
人
物
の
記
念
の
た
め
、
③
歴
史
上
の

事
件
の
記
念
の
た
め
、
に
大
別
さ
れ
る
。
記
念
碑
の
あ
る
場
所
を
訪
れ
、
過

去
の
人
物
・
出
来
事
を
強
く
想
起
さ
せ
、
過
去
と
対
話
さ
せ
る
。
記
念
碑
に

は
一
般
に
石
碑
、
記
念
像
（
彫
像
）
、
さ
ら
に
記
念
建
築
が
あ
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
世
界
各
地
に
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
記
念
碑
や
広
島
平
和
記
念
公

園
な
ど
、
戦
没
者
や
虐
殺
犠
牲
者
の
記
念
碑
が
多
く
作
ら
れ
、
訪
れ
る
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

戦
争
の
悲
惨
・
残
虐
を
想
起
さ
せ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
記
念
碑
の
呼
称
に
は
、
記
念
碑
（
ヨ
。
口
仁
ヨ
①
三
）
、
慰
霊
碑

（
H
P
①
H
P
O
H
陣
節
｝
）
、
記
念
標
柱
（
ヨ
震
冨
穏
）
、
記
念
プ
レ
ー
ト
（
唱
『
ρ
器
）
な

ど
が
あ
る
が
、
前
者
二
者
に
形
態
の
差
異
は
認
め
に
く
い
。
記
念
碑
は
勝
利

や
匿
名
性
を
含
意
し
、
石
材
は
概
し
て
白
く
、
大
地
に
高
く
屹
立
す
る
。
慰

霊
碑
は
悲
し
み
や
犠
牲
を
表
現
し
、
死
者
の
名
を
刻
印
す
る
。
し
ば
し
ば
黒

く
、
地
面
よ
り
低
い
場
合
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
タ
ウ
ン
で
は
、

メ
モ
リ
ア
ル
・
チ
ャ
ー
チ
が
建
立
さ
れ
、
内
部
に
多
く
の
記
念
プ
レ
ー
ト
が

掲
げ
ら
れ
る
。
メ
モ
リ
ア
ル
・
チ
ャ
ー
チ
は
そ
れ
自
体
が
一
種
の
巨
大
な
記

　
　
　
　
②

念
碑
で
あ
る
。

　
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
記
念
碑
だ
け
で
は
な
く
、
記
念
像
・
記
念
建
築
な
ど
多

様
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
タ
ウ
ン
の
メ
モ
リ
ア
ル
・
チ
ャ
ー
チ
は
、

記
念
プ
レ
ー
ト
と
記
念
建
築
の
組
合
せ
で
あ
る
。

　
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
V
の
視
角
は
各
国
の
園
有
の
事
情
か
ら
発
生
す
る
が
、

意
外
に
共
通
す
る
側
面
が
多
い
と
推
定
さ
れ
る
。

　
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
か
ら
ド
イ
ツ
再
統
一
、

す
な
わ
ち
ネ
ー
シ
ョ
ン
問
題
の
再
浮
上
を
背
景
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
門
記

念
碑
熱
狂
」
と
も
称
さ
れ
る
研
究
ブ
ー
ム
が
現
出
す
る
。
こ
の
研
究
は
三
つ

の
方
向
を
示
し
、
第
一
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
文
化
と
し
て
史
蹟
・
記

念
碑
を
テ
ー
マ
化
し
、
国
民
記
念
碑
の
シ
ン
ボ
ル
だ
け
で
な
く
、
建
設
運
動

や
祭
典
な
ど
の
文
化
行
動
の
政
治
性
を
解
明
す
る
。
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

「
記
念
碑
倒
壊
」
で
、
記
念
碑
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
が
問
題
と
な

り
、
政
治
変
動
に
伴
う
破
壊
過
程
を
分
析
す
る
。
第
三
は
狭
義
の
記
念
碑
か
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コメント

ら
さ
ら
に
広
義
の
遺
産
を
対
象
と
し
、
遺
産
保
護
の
歴
史
的
文
脈
を
検
討
す

③
る
。　

日
本
史
の
領
域
で
は
、
近
世
後
期
の
地
域
史
研
究
の
恰
好
の
題
材
と
し
て

記
念
碑
が
検
討
さ
れ
る
。
文
化
・
文
政
期
か
ら
近
代
の
幕
府
代
官
の
顕
彰
碑

の
実
態
、
相
模
国
鎌
倉
郡
の
玉
縄
首
塚
碑
な
ど
農
民
の
記
念
碑
建
立
や
石
碑

の
造
立
、
墓
碑
に
刻
ま
れ
た
地
方
文
人
な
ど
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
古
戦

場
や
古
城
跡
な
ど
史
蹟
の
記
念
碑
を
取
り
上
げ
、
そ
の
社
会
的
背
景
を
探
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

臼
本
の
記
念
碑
文
化
の
性
格
を
考
え
る
。
一
方
、
日
本
の
戦
争
記
念
碑
は
、

忠
魂
碑
や
招
魂
碑
の
歴
史
的
な
背
景
・
宗
教
的
な
性
格
・
そ
の
場
で
の
儀
式

の
性
格
を
、
政
教
分
離
に
関
す
る
立
場
の
相
違
を
押
し
出
す
形
で
研
究
さ
れ

る
。
近
年
で
は
、
戦
死
者
の
慰
霊
や
兵
士
の
死
を
新
た
な
角
度
か
ら
解
明
し
、

そ
の
際
、
記
念
碑
・
慰
霊
碑
・
墓
碑
な
ど
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
資
料
と
し
て

重
要
視
さ
れ
る
。
戦
争
記
念
碑
を
分
析
し
、
近
代
の
戦
争
・
戦
死
者
・
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
ど
広
範
な
問
題
を
理
解
で
き
る
。

　
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
各
国
の
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
視
角
の
固
有
の
背
景
や

共
通
性
が
総
括
さ
れ
る
の
が
期
待
さ
れ
る
。

2

〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
変
転

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
や
日
本
で
は
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
近
代
以

降
を
対
象
に
、
そ
の
変
遷
が
精
緻
に
分
析
さ
れ
る
。
各
国
の
変
転
を
個
別
に

概
観
す
る
。

一
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
な
ど

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
、
銅
像
が
屋
外
の
公

共
空
間
に
急
増
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
中
期
以
降
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
偉
人
の
記
念
・
顕
彰
行
為
が
広
が
り
、
公
共
空
間
の
整

備
が
進
展
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
公
共
空
間
を
足
掛
り
に
真
に
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
偉
人
銅
像
が
急
激
に
設
立
さ
れ
る
。
　
｝
九
混
信
末
に
は
、
そ
の
人
物
を

写
実
的
に
再
現
す
る
網
約
が
強
く
な
り
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
中
上
流
階

級
の
理
想
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
設
立
運
動
や
除
幕
式
の
形
態
・

除
幕
式
で
の
言
説
な
ど
「
か
た
ち
」
（
形
態
）
以
外
の
要
素
が
、
「
偉
人
た
ち

の
記
憶
」
の
安
定
の
た
め
動
員
さ
れ
る
。
し
か
し
、
除
幕
式
が
終
了
す
る
と
、

大
規
模
な
式
典
や
訪
問
は
見
ら
れ
ず
、
皿
般
の
人
々
の
不
注
意
や
無
関
心
が

う
か
が
え
る
。
一
方
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
戦
没
者
記
念
碑
の
設
立
が
続

き
、
人
々
の
関
心
を
集
め
る
。
偉
人
銅
像
は
伝
統
的
な
形
態
を
遵
守
し
、
著

名
人
を
類
型
的
な
偉
人
と
し
て
表
象
す
る
媒
体
へ
変
貌
す
る
。
偉
人
銅
像
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

入
々
の
視
線
を
集
め
る
上
で
困
難
を
は
ら
む
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
共
的
な
顕
彰
記
念
行
為
は
歴
史
を
創
り
だ
す
形
式
で
、

対
立
を
孕
む
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
公
共
的
な
顕
彰

記
念
行
為
は
、
こ
の
戦
争
の
結
着
の
問
題
と
絡
み
あ
い
、
容
易
に
解
き
ほ
ぐ

せ
な
い
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
記
念
碑
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
そ

の
戦
後
史
に
つ
い
て
、
多
種
多
様
な
意
識
を
投
影
す
る
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て

機
能
す
る
。
壁
に
刻
み
込
ま
れ
た
戦
死
者
の
名
前
は
圧
倒
的
な
力
で
あ
る
が
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
帰
還
兵
が
第
一
の
犠
牲
者
で
、

ベ
ト
ナ
ム
人
を
忘
却
す
る
。
記
念
碑
は
物
語
の
対
立
の
中
心
に
位
置
し
、
ふ

た
つ
の
ま
っ
た
く
違
う
想
起
を
引
き
起
こ
す
。
ひ
と
つ
は
ア
メ
リ
カ
帝
国
主

義
と
男
性
性
を
復
活
さ
せ
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
歴
史
の
書
き
変
え
を
試
み
る

歴
史
物
語
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
帰
還
兵
と
そ
の
家
族
・
戦
死
者
の
友

人
や
家
族
な
ど
、
多
大
な
影
響
を
こ
う
む
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
が
喪
失
感
・
傷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

み
・
徒
労
感
な
ど
を
書
葉
に
す
る
複
雑
な
雷
説
で
あ
る
。
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中
国
で
は
「
碑
」
は
春
秋
時
代
か
ら
存
在
し
、
墓
碑
、
顕
彰
碑
（
牌
坊
）
、

記
事
碑
、
詩
文
碑
な
ど
に
分
類
さ
れ
る
。
墓
碑
と
顕
彰
碑
が
近
代
の
記
念
碑

と
最
も
類
似
す
る
が
、
墓
碑
は
死
者
を
顕
彰
し
、
そ
の
前
で
記
念
活
動
－
祭

祀
が
行
わ
れ
る
。
顕
彰
碑
は
科
挙
試
験
の
成
功
者
・
地
域
社
会
の
功
労
者
な

ど
の
た
め
建
て
ら
れ
、
そ
の
代
表
が
牌
坊
で
あ
る
。
碑
の
文
化
現
象
が
西
洋

の
記
念
碑
と
融
合
し
、
革
命
記
念
碑
が
建
造
さ
れ
る
。
中
国
の
広
東
省
は

「
中
国
革
命
の
窓
」
と
呼
ば
れ
、
広
州
は
革
命
の
根
拠
地
と
し
て
数
多
く
の

革
命
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
る
。
広
州
の
革
命
記
念
碑
は
、
第
一
に
西
洋
建
築

と
中
国
の
古
典
建
築
が
混
合
し
、
第
二
に
形
が
前
近
代
よ
り
多
様
化
し
、
一

定
の
政
治
理
念
を
連
想
さ
せ
る
造
形
・
死
者
の
像
が
碑
の
上
に
立
つ
デ
ザ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ン
は
中
国
の
伝
統
に
見
ら
れ
な
い
。

謳
　
日
　
　
　
本

　
近
代
の
日
本
で
は
、
都
市
に
表
現
を
与
え
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
建
設
、
具

体
的
に
は
銅
像
の
建
設
が
始
ま
る
。
江
戸
時
代
に
は
金
沢
八
景
な
ど
窺
書
が

数
多
く
選
ば
れ
る
が
、
そ
の
美
意
識
は
移
ろ
い
ゆ
く
一
瞬
に
美
を
感
じ
る
。

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
永
遠
に
不
動
を
願
い
、
そ
の
精
神
と
八
景
の
美
意
識
は
対

極
に
位
置
す
る
。
日
本
で
は
、
歴
史
的
記
憶
の
固
態
は
句
碑
や
頒
徳
碑
・
墓

碑
な
ど
碑
文
で
あ
る
。
明
治
以
後
、
碑
文
は
記
念
碑
に
衣
替
え
し
、
西
欧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

意
識
を
取
り
入
れ
、
屋
外
の
銅
像
が
西
洋
式
の
技
術
で
造
ら
れ
る
。

　
一
八
世
紀
後
期
に
記
念
標
柱
（
単
に
事
蹟
の
名
称
や
所
在
を
刻
ん
だ
石

柱
）
を
建
て
、
史
蹟
の
所
在
を
確
認
し
保
護
の
～
助
と
す
る
。
一
九
世
紀
に

は
出
来
事
や
人
物
の
事
蹟
を
刻
ん
で
記
念
碑
（
石
碑
に
事
蹟
や
評
価
を
刻
み

込
む
）
を
建
て
、
業
績
を
顕
彰
・
継
承
す
る
。
一
九
世
紀
か
ら
一
一
〇
世
紀
初

頭
の
地
域
社
会
で
は
、
史
蹟
や
遺
物
へ
の
関
心
が
深
ま
り
、
そ
れ
を
探
究
・

考
証
・
保
存
す
る
。
そ
の
歴
史
観
で
は
、
歴
史
は
人
々
の
社
会
へ
の
功
績
の

累
積
と
捉
え
、
顕
著
な
功
績
を
挙
げ
た
人
々
を
顕
彰
す
る
。
史
蹟
に
は
記
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

碑
が
大
き
な
転
機
と
輝
き
を
与
え
、
人
々
の
関
心
を
い
っ
そ
う
高
め
る
。

　
田
本
の
銅
像
記
念
碑
の
起
源
は
金
沢
の
「
明
治
紀
念
之
標
」
で
、
一
八
八

○
年
（
明
治
一
三
）
に
完
成
す
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
銅
像
を
安
置
し
、
西

南
戦
争
の
戦
死
者
を
顕
彰
す
る
。
そ
の
後
、
靖
国
神
社
の
大
村
益
次
郎
の
銅

像
や
、
宮
城
前
広
場
の
楠
正
成
・
西
郷
隆
盛
の
銅
像
が
建
立
さ
れ
、
　
一
八
入

○
年
代
か
ら
歴
史
的
に
著
名
な
入
物
の
銅
像
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
る
。
一
八

九
〇
年
代
以
降
、
愛
知
県
豊
橋
市
は
日
清
戦
争
を
転
機
に
地
方
皇
都
へ
変
貌

す
る
が
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
が
巨
大
な
戦
争
記
念
碑
で
あ
る
。
戦
勝
五
周
年
を

祝
し
建
立
さ
れ
、
上
に
神
武
天
皇
の
銅
像
が
安
置
さ
れ
る
。
日
清
戦
争
後
に

は
戦
争
記
念
碑
が
数
多
く
建
立
さ
れ
る
が
、
上
に
砲
弾
や
鷹
な
ど
を
安
置
す

る
。
豊
橋
の
記
念
碑
の
形
状
・
デ
ザ
イ
ン
は
特
異
で
あ
る
が
、
日
清
戦
争
は

神
武
天
皇
の
東
征
を
し
の
ぐ
大
事
業
と
認
識
さ
れ
、
一
八
九
〇
年
代
は
神
武

天
皇
が
立
憲
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
注
罷
を
浴
び
る
。
日
清
戦
争
は
軍
国

社
会
形
成
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
、
戦
争
記
念
碑
は
そ
の
象
徴
と
し
て

　
　
　
⑪

存
在
す
る
。

　
一
八
八
○
年
、
兼
六
公
園
（
当
時
）
に
西
南
戦
争
戦
没
者
の
た
め
に
日
本

武
尊
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
銅
像
を
建
造
す
る
。
こ
の
「
明
治
紀
念
之
標
」
は

明
治
天
皇
が
死
者
を
顕
彰
し
、
そ
の
栄
光
を
後
世
に
伝
え
、
天
皇
崇
拝
を
定

着
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。
明
治
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
招
魂
祭
が
「
明
治
紀

念
粗
塩
」
の
前
で
開
催
さ
れ
つ
づ
け
、
顕
彰
と
慰
霊
の
空
聞
の
役
割
を
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
が
、
戦
後
、
慰
霊
空
間
に
復
活
し
な
い
。

　
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
視
界
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
や
中
国
・
日

本
に
共
通
し
て
近
代
以
降
で
あ
る
。
中
国
や
日
本
で
は
、
近
代
以
前
の
石
碑
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が
分
析
さ
れ
る
が
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
と
交
通
が
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

申
国
・
臼
本
で
は
、
近
代
以
前
に
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
視
角
の
有
効
性
を

検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
近
代
以
前
の
日
本
で
は
、
石
碑
や
記
念
建

築
が
圧
倒
的
で
、
「
屋
外
の
彫
像
」
は
稀
少
と
推
定
さ
れ
る
。
記
念
像
は
寺

社
な
ど
屋
内
の
彫
像
や
肖
像
画
に
限
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
く
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
〉
に
包
括
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
中
国
や
日
本
で
は
、
近
代
以
降
、
石
碑
が
「
西
洋
」
と
融
合
・
混
合
す
る
。

〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
、
近
代
以
前
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
と
中
国
・

朝
鮮
・
臼
本
な
ど
東
ア
ジ
ア
で
は
差
異
が
あ
り
、
近
代
以
降
に
グ
ロ
…
バ
ル

化
が
進
行
す
る
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
さ
ら

に
ア
フ
リ
カ
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
地
球
規

模
で
分
布
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
や
東
ア
ジ
ア
な
ど

の
地
域
性
が
課
題
で
あ
る
。

3

〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
原
理

　
ま
ず
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
視
角
を
紹
介
す
る
。

　
記
念
行
事
や
鋼
像
・
ま
つ
り
な
ど
「
記
憶
の
か
た
ち
」
は
過
去
の
出
来
事

や
人
物
を
記
念
な
い
し
顕
彰
す
る
行
為
に
際
し
て
成
立
す
る
。
記
念
・
顕
彰

行
為
（
O
O
筥
ヨ
①
ヨ
O
穏
P
け
戸
O
口
）
は
文
化
的
な
生
産
活
動
と
し
て
国
民
国
家
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
構
築
し
、
記
念
・
顕
彰
行
為
の
歴
史
的
研
究
が
注
園
を

集
め
る
。
記
憶
は
相
対
的
に
多
様
な
「
か
た
ち
」
に
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
る
が
、

記
念
・
顕
彰
行
為
は
文
字
テ
ク
ス
ト
と
異
な
る
「
記
億
の
か
た
ち
」
の
代
表

で
あ
る
。
同
じ
「
か
た
ち
」
の
記
憶
で
も
、
具
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

で
役
割
は
大
き
く
転
変
す
る
。
動
員
さ
れ
た
人
々
が
主
催
者
の
意
図
通
り
に

受
け
入
れ
ず
、
単
な
る
レ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
や
商
行
為
の
機
会
に
利
用
さ
れ

る
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
「
か
た
ち
」
は
文
字
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
強
い
印
象
を

与
え
、
大
き
な
影
響
力
を
行
使
す
る
。
文
字
テ
ク
ス
ト
の
確
立
以
前
、
記
憶

は
装
飾
写
本
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
、
聞
か
せ
る
も
の
・
見
せ
る
も
の
で

あ
る
。
銅
像
も
過
去
を
豊
か
に
拙
き
出
す
と
評
価
さ
れ
、
熱
心
に
設
立
運
動

が
展
開
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
「
か
た
ち
」
が
民
衆
文
化
と
結
び
つ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

非
常
に
強
く
浸
透
す
る
。

　
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
記
念
行
事
と
同
様
に
「
記
憶
の
か
た
ち
」
で
、
記

念
・
顕
彰
行
為
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
単
体
で
は
な

く
、
記
念
行
事
な
ど
記
念
・
顕
彰
行
為
と
相
関
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　
暴
力
と
悲
劇
の
景
観
に
は
、
個
々
入
や
集
団
・
社
会
全
体
の
過
去
の
解
釈

が
刻
み
込
ま
れ
る
。
暴
力
の
痕
跡
に
触
発
さ
れ
、
人
々
は
歴
史
の
意
味
の
議

論
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
暴
力
と
悲
劇
の
痕
跡
は
聖
別
（
ω
昏
。
藻
8
p
樽
δ
嵩
）
・

選
別
（
紆
ω
｝
σ
q
づ
巴
8
）
・
復
旧
（
お
。
口
｛
8
p
口
。
口
）
・
抹
消
（
○
げ
滞
雲
巴
8
）

の
四
つ
の
範
晴
に
分
け
ら
れ
る
。
聖
別
は
英
雄
的
行
為
や
共
同
体
の
た
め
の

自
己
犠
牲
な
ど
、
人
々
が
記
憶
し
続
け
た
い
と
思
う
よ
う
な
積
極
的
か
つ
永

続
的
な
意
味
を
有
す
る
。
現
場
に
は
永
続
的
な
維
持
管
理
を
前
提
に
慰
霊

碑
・
記
念
碑
や
庭
園
・
公
園
・
建
物
が
建
立
さ
れ
、
毎
年
の
記
念
祭
や
巡
礼

な
ど
顕
彰
行
為
が
持
続
的
に
行
わ
れ
る
。
選
別
は
重
要
な
出
来
事
の
場
所
を

示
す
行
為
で
あ
る
が
、
英
雄
的
・
自
己
犠
牲
的
要
素
を
欠
き
、
定
期
的
な
記

念
行
事
は
開
催
さ
れ
な
い
。
復
旧
は
痕
跡
が
取
り
払
わ
れ
、
通
常
の
使
用
に

復
帰
す
る
。
抹
消
は
悲
劇
を
覆
い
隠
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
積
極
的

に
消
し
去
り
、
極
力
使
用
が
避
け
ら
れ
る
。
典
型
的
な
事
件
は
大
量
痴
話
で
、

汚
名
を
負
っ
た
場
所
は
容
易
に
通
常
の
使
用
に
戻
ら
な
い
。
暴
力
と
悲
劇
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

再
解
釈
さ
れ
、
場
所
の
扱
い
や
解
釈
は
変
化
す
る
。

　
国
民
国
家
の
国
民
化
の
た
め
の
装
置
に
は
翼
長
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
が
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あ
る
が
、
記
念
碑
は
よ
り
耐
久
的
・
永
続
的
な
記
憶
装
置
で
あ
る
。
記
念
碑

は
史
蹟
の
景
観
に
刻
み
込
ま
れ
、
公
的
記
憶
の
結
節
点
で
あ
り
、
か
つ
公
的

記
憶
を
再
生
産
・
変
容
さ
せ
る
。
記
念
碑
1
ー
ハ
ー
ド
に
は
記
念
日
な
ど
記

念
・
顕
彰
行
為
1
ー
ソ
フ
ト
が
関
わ
り
、
こ
の
ソ
フ
ト
や
ハ
ー
ド
を
分
析
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

人
々
の
意
識
の
変
化
や
記
憶
の
形
成
過
程
を
解
読
で
き
る
。

　
聖
別
で
は
記
念
碑
や
建
物
は
顕
彰
行
為
と
相
即
的
で
あ
り
、
選
別
で
は
記

念
行
事
と
照
応
し
な
い
。
ま
た
、
記
念
碑
は
ハ
ー
ド
で
、
記
念
・
顕
彰
行
為

が
ソ
フ
ト
で
あ
る
。
公
的
記
憶
は
記
念
碑
と
記
念
・
顕
彰
行
為
か
ら
分
析
で

き
る
。
結
局
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
記
念
・
顕
彰
行
為
と
並
列
的
に
考
察

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
V
は
記
念
・
顕
彰
行
為
か
ら
分
離

し
、
容
易
に
レ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
や
商
行
為
に
転
化
す
る
。

　
建
築
物
は
そ
れ
を
「
建
て
る
人
漏
の
野
心
と
不
安
と
意
欲
を
反
映
し
、
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

力
の
本
質
や
戦
略
・
慰
め
な
ど
の
忠
実
な
反
映
で
あ
る
。
権
力
と
巨
大
建
築

や
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
。
権
力
は
ま
ず
国
家
や
独
裁

者
、
国
王
・
英
雄
で
あ
る
。
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
国
家
や
国
王
な
ど
が
建

造
す
る
。

　
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
に
は
国
家
や
国
王
が
介
入
せ
ず
、
し
ば
し
ば
〈
地
域

社
会
〉
が
建
立
す
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
金
仏
戦
争
後
に
財
政
1
1
軍
事
国
家
か
ら
自
由
主
義
国
家

へ
転
換
し
、
一
九
世
紀
以
降
、
国
家
支
出
の
記
念
碑
建
立
事
業
は
公
的
戦
争

記
念
碑
の
主
流
に
な
ら
な
い
。
地
域
社
会
や
民
間
団
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

が
顕
著
で
、
公
的
募
金
の
建
立
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ロ
ン
ド
ン
や
地
方
都
市

で
は
、
国
民
的
英
雄
の
記
念
・
顕
彰
が
「
都
市
共
同
体
」
の
市
民
的
衿
持
や

公
共
精
神
の
表
現
手
段
と
認
識
さ
れ
、
都
市
改
良
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
第

～
次
世
界
大
戦
の
記
念
碑
建
立
で
は
、
町
村
・
教
籔
の
小
ぶ
り
な
公
的
記
念

碑
が
最
も
際
だ
つ
。
共
同
体
の
コ
ン
パ
ク
ト
さ
か
ら
、
そ
の
記
念
碑
は
戦
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
早
い
段
階
で
建
立
さ
れ
る
。

　
軍
都
の
戦
争
記
念
碑
は
郡
町
村
の
「
小
さ
な
戦
争
記
念
碑
」
に
広
い
裾
野

を
持
つ
。
愛
知
県
幡
豆
郡
で
は
、
記
念
碑
は
戦
死
者
の
出
た
す
べ
て
の
町
村

で
取
り
組
ま
れ
、
そ
の
建
立
は
地
域
社
会
で
の
活
動
を
集
約
す
る
。
愛
知
県

豊
橋
市
の
地
域
社
会
と
軍
隊
の
関
係
で
は
、
神
武
天
皇
銅
像
の
歓
迎
式
や
除

幕
式
・
招
魂
祭
は
、
豊
橋
町
総
出
の
祭
典
で
、
そ
の
背
景
に
は
豊
橋
市
内
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

周
辺
町
村
か
ら
の
建
立
義
掲
金
が
あ
る
。

　
相
模
国
鎌
倉
郡
の
玉
縄
首
塚
碑
（
文
政
八
年
、
一
八
二
五
）
は
、
福
原
高

峯
・
甘
粕
小
三
郎
ら
が
大
永
六
年
置
一
五
　
一
六
）
の
合
戦
供
養
に
造
立
す
る

が
、
そ
の
背
景
に
は
福
原
・
甘
粕
ら
を
リ
ー
ダ
ー
に
、
地
域
の
精
神
文
化
的

な
交
流
や
結
合
が
存
在
す
る
。
鎌
倉
郡
の
慈
眼
寺
境
内
の
巡
礼
供
養
塔
（
安

政
四
年
、
一
八
五
七
）
は
、
福
原
高
峯
や
慈
限
寺
僧
が
坂
東
・
鎌
倉
・
西
国

な
ど
の
巡
礼
者
供
養
の
た
め
造
立
す
る
。
供
養
塔
に
は
三
浦
郡
や
鎌
倉
郡
・

高
座
郡
な
ど
の
緊
々
の
七
三
名
が
刻
ま
れ
、
建
碑
活
動
に
名
主
層
を
中
核
に

「
地
域
民
衆
」
の
精
神
的
結
合
を
窺
え
る
。
地
域
の
和
歌
・
俳
句
・
建
碑
な

ど
風
俗
文
化
は
、
地
域
の
文
人
・
知
識
人
を
中
心
に
、
村
役
入
や
豪
農
商
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
集
団
的
に
営
み
、
そ
の
場
は
相
互
交
流
・
結
合
の
場
と
な
る
。

　
近
代
以
降
や
日
本
の
近
世
後
期
に
、
〈
地
域
社
会
〉
は
く
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
〉
を
建
立
す
る
が
、
〈
地
域
社
会
〉
と
国
家
や
地
域
の
公
的
権
力
と
の
関

係
が
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
〈
地
域
社
会
〉
の
く
内
部
〉
の
運
動
や
構
造
が

よ
り
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
の
が
期
待
さ
れ
る
。

　
日
本
の
古
代
・
中
世
史
で
は
、
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
視
角
は
不
在
で
あ

る
が
、
仮
説
的
に
論
点
を
整
理
す
る
。
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
は
記
念
碑
・
記

念
像
・
記
念
建
築
な
ど
多
様
で
あ
る
が
、
記
念
碑
を
素
材
と
す
る
。
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養
老
五
年
（
七
二
一
）
、
元
明
太
上
天
皇
は
山
陵
に
「
剋
字
の
碑
」
の
建

立
を
指
示
す
る
（
『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
十
一
月
頃
寅
条
）
。
元
明
天
皇
陵

碑
は
高
さ
三
尺
・
広
さ
二
尺
・
厚
さ
～
尺
の
小
型
の
石
碑
で
、
帝
王
陵
の
碑

と
し
て
は
つ
つ
ま
し
や
か
で
あ
る
。
唐
の
高
宗
の
乾
陵
の
無
字
碑
の
総
高
七

メ
ー
ト
ル
、
碑
身
幅
ニ
メ
ー
ト
ル
に
比
べ
て
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
日
本
の

現
存
す
る
碑
は
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
メ
…
ト
ル
半
程
度
、
幅
出
〇
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

チ
程
度
が
普
通
で
、
中
国
の
漢
代
の
碑
に
比
べ
て
小
柄
で
あ
る
。

　
中
国
の
石
碑
は
文
章
を
記
し
た
長
方
形
の
碑
身
を
主
体
に
、
上
部
に
碑
首
、

下
部
に
践
（
碑
の
台
石
）
を
備
え
る
。
登
臨
の
中
央
に
題
字
が
入
れ
ら
れ
、

両
脇
に
彫
刻
が
刻
ま
れ
る
。
中
国
の
碑
は
後
漢
時
代
に
発
生
し
、
六
朝
時
代

に
か
け
て
定
形
が
固
ま
る
。
後
漢
の
碑
は
碑
首
が
加
工
さ
れ
、
墳
墓
に
建
て

ら
れ
㍉
る
。
～
方
、
朝
鮮
で
は
、
日
本
よ
り
早
く
か
ら
五
・
六
世
紀
に
碑
が
立

て
ら
れ
、
そ
れ
が
持
続
す
る
。

　
日
本
古
代
の
金
石
文
は
、
刀
剣
・
仏
像
・
鏡
・
墓
誌
・
碑
・
梵
鐘
な
ど
モ

ノ
と
一
体
の
史
料
で
、
モ
ノ
と
の
関
係
で
文
字
や
文
章
の
十
全
な
理
解
が
成

立
す
る
。
金
石
文
は
モ
ノ
と
一
体
で
、
し
ば
し
ば
後
世
を
意
識
し
た
記
念
的

な
内
容
を
持
つ
。
七
世
紀
半
ば
以
降
、
三
〇
〇
年
余
り
に
二
〇
近
く
し
か
な

く
、
本
来
少
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
典
型
的
な
形
式
の
碑
は
皆
無
で
、

多
く
は
自
然
石
・
長
方
形
で
あ
る
。
日
本
に
は
中
国
の
本
格
的
な
碑
は
ほ
と

ん
ど
影
響
し
な
い
。
日
本
で
は
碑
な
ど
石
造
物
を
作
る
技
術
が
低
調
で
、
こ

の
不
振
は
平
安
時
代
以
降
も
変
化
せ
ず
、
中
世
を
通
じ
石
碑
は
ほ
と
ん
ど
遺

品
が
な
い
。
江
戸
時
代
以
降
、
墓
碑
・
顕
彰
碑
・
歌
碑
な
ど
が
登
場
し
、
石

碑
文
化
を
受
容
す
る
。

　
令
制
で
は
三
位
以
上
が
墓
を
営
み
、
碑
を
立
て
る
（
「
喪
葬
令
」
1
0
三
位

以
上
条
・
1
2
立
碑
条
）
。
日
本
の
墓
誌
の
副
葬
は
、
火
葬
の
　
般
化
と
並
行

し
て
、
七
世
紀
後
半
に
始
ま
り
、
八
世
紀
終
わ
り
に
は
絶
え
る
。
多
く
の
墓

誌
は
簡
略
で
、
「
某
随
感
」
の
形
式
が
あ
り
、
墓
碑
の
形
式
を
ま
ね
て
小
型

の
墓
誌
を
造
り
、
副
葬
す
る
。
墓
誌
に
は
墓
地
を
明
示
・
確
保
す
る
役
割
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
り
、
墓
地
を
確
保
す
る
意
義
を
も
つ
。

　
天
皇
な
ど
の
山
陵
に
は
毎
年
一
二
月
に
奉
幣
す
る
が
、
こ
れ
が
荷
前
で
あ

る
。
常
幣
は
山
陵
棄
て
を
対
象
と
す
る
が
、
九
世
紀
初
め
に
は
留
年
幣
が
慣

例
化
し
、
天
皇
の
近
親
や
外
戚
に
奉
幣
す
る
。
天
安
二
年
目
八
五
八
）
、
十

陵
四
聖
が
定
め
ら
れ
、
以
後
、
陵
数
は
固
定
す
る
が
墓
の
数
は
増
減
す
る
。

天
皇
と
の
血
縁
の
親
疎
で
、
陵
墓
は
変
遷
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
陵
な
ど

〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
に
記
念
・
顕
彰
行
為
が
対
応
す
る
。
荷
前
か
ら
の
排
除

は
記
念
・
顕
彰
行
為
の
廃
絶
で
あ
る
。
荷
前
の
停
止
の
以
前
と
以
後
で
、
山

陵
な
ど
の
性
格
の
相
違
が
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
一
〇
世
紀
初
頭
に
氏
集
団

の
下
の
｝
門
の
氏
墓
が
成
立
し
、
上
層
貴
族
層
で
は
墓
参
・
私
荷
前
な
ど
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

親
の
墳
墓
へ
の
祭
祀
が
出
現
す
る
。
㎝
○
世
紀
初
頭
以
降
、
貴
族
層
の
墳
墓

で
は
記
念
・
顕
彰
行
為
が
発
生
す
る
。
記
念
・
顕
彰
行
為
の
視
角
は
、
〈
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
の
変
転
を
鮮
明
に
す
る
。

　
古
代
の
碑
の
伝
統
は
中
世
に
は
廃
れ
、
近
世
に
盛
ん
に
作
ら
れ
る
が
、
板

碑
や
五
輪
塔
な
ど
中
世
の
石
塔
類
は
そ
の
空
白
を
埋
め
る
。
板
碑
は
中
世
の

供
養
塔
（
卒
塔
婆
）
の
一
つ
で
、
樹
心
三
年
（
一
二
二
七
）
か
ら
一
六
世
紀

末
ま
で
、
全
国
各
地
で
数
多
く
作
ら
れ
る
。
関
東
地
方
に
と
り
わ
け
多
く
、

武
蔵
型
板
碑
は
埼
玉
・
東
京
を
中
心
に
四
万
基
ほ
ど
が
残
る
。
板
碑
は
一
三

九
〇
一
一
四
四
〇
年
の
前
後
に
二
分
で
き
、
仏
教
的
供
養
塔
か
ら
、
墓
碑
や

月
待
・
申
待
供
養
の
板
碑
に
変
化
す
る
。
横
幅
は
原
寸
が
よ
く
保
存
さ
れ
、

初
期
に
は
平
均
六
〇
セ
ン
チ
近
い
が
、
だ
ん
だ
ん
減
少
し
、
一
四
・
一
五
世

紀
に
は
二
五
セ
ン
チ
前
後
に
固
定
す
る
。
在
地
領
主
層
が
主
体
で
あ
る
が
、
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一
四
世
紀
に
は
農
民
上
層
が
造
立
に
参
加
す
る
。
主
尊
や
紀
年
名
・
法
名
だ

け
が
刻
ま
れ
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
・
幅
二
〇
セ
ン
チ
前
後
の
板
碑
が
数
多
く

　
　
　
⑳

作
ら
れ
る
。

　
板
碑
は
一
面
で
は
在
地
領
主
の
供
養
塔
か
ら
農
民
の
墓
碑
に
転
化
す
る
。

在
地
領
主
は
記
念
・
顕
彰
行
為
を
遂
行
す
る
。
中
世
に
は
石
碑
が
不
在
で
あ

る
が
、
板
碑
は
不
在
を
充
分
に
補
完
す
る
。
日
本
に
は
、
道
祖
神
や
磐
座
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ど
、
自
然
の
ま
ま
の
石
を
尊
重
す
る
習
慣
が
あ
る
。
中
国
と
日
本
で
は
、
石

の
文
化
に
差
異
が
あ
り
、
各
々
固
有
に
発
展
す
る
側
面
が
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
。
東
ア
ジ
ア
の
内
部
で
も
、
各
国
・
各
民
族
の
異
質
性
と
共
通
性
が
課
題

　
　
㊧

で
あ
る
。

　
　
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
や
記
念
・
顕
彰
行
為
を
古
代
・
中
世
に
強
い
て
適
用

す
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
視
角
は
ま
っ
た
く
無
効
で
は
な
い
。
可
能
性
の

発
見
に
価
値
が
あ
る
。

　
小
論
は
過
半
が
先
学
の
引
用
に
す
ぎ
な
い
が
、
分
野
が
多
岐
で
も
あ
り
、

ご
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

①
門
記
念
碑
」
（
横
山
正
執
筆
、
『
世
界
大
百
科
事
典
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
。

　
　
ド
イ
ツ
で
は
、
記
念
碑
（
U
①
舞
臼
餌
一
）
は
①
墓
記
念
碑
、
②
名
誉
記
念
碑
、
③

　
戦
争
・
講
和
な
ど
事
件
記
念
碑
に
分
類
さ
れ
る
。
①
は
古
く
か
ら
あ
り
、
②
は
オ

　
リ
ン
ピ
ア
勝
者
像
な
ど
古
代
に
多
く
、
中
世
に
は
ま
れ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
で
復
興

　
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
盛
ん
に
な
り
、
碑
文
・
肖
像
メ
ダ
ル
・
胸
像
な
ど
形

　
態
は
多
様
化
す
る
。
③
も
現
在
で
は
、
碑
文
・
レ
リ
ー
フ
・
凱
旋
門
・
奉
納
教
会

　
堂
な
ど
多
様
で
あ
る
（
一
九
〇
三
年
版
『
マ
イ
ヤ
ー
百
科
事
典
撫
）
。
若
尾
祐
司

　
門
近
代
化
と
歴
史
意
識
」
（
若
尾
祐
司
・
羽
賀
祥
二
編
『
記
録
と
記
憶
の
比
較
文

　
化
史
i
史
誌
・
記
念
碑
・
郷
土
一
瓶
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五

　
年
）
に
よ
る
。

②
和
田
光
弘
「
記
念
碑
の
創
る
ア
メ
リ
カ
ー
最
初
の
植
民
地
・
独
立
革
命
・
南

　
部
」
（
『
記
録
と
記
憶
の
比
較
文
化
史
隔
前
掲
）
。

③
若
尾
祐
司
「
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
駄
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
に

　
よ
せ
て
」
（
『
歴
史
の
理
論
と
教
育
睡
一
〇
六
、
～
九
九
九
年
）
。

④
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
1
　
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
－
臨

　
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
。

⑤
　
本
旨
宏
史
『
軍
都
の
慰
霊
空
間
－
国
罠
統
合
と
戦
死
者
た
ち
1
轍
（
吉
川

　
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑥
光
永
雅
明
「
銅
像
の
貧
困
－
一
九
－
二
〇
世
紀
転
換
期
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る

　
導
入
銅
像
の
設
立
と
受
容
扁
（
阿
部
安
成
ほ
か
編
隅
記
憶
の
か
た
ち
ー
コ
メ
モ

　
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
臨
、
柏
書
房
、
～
九
九
九
年
）
。

⑦
マ
リ
タ
・
ス
タ
ー
ケ
ン
デ
メ
リ
カ
と
い
う
記
憶
ー
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
エ
イ

　
ズ
、
記
念
碑
的
表
象
』
（
未
来
社
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑧
王
暁
葵
「
二
〇
世
紀
中
国
の
記
念
碑
文
化
－
広
州
の
革
命
記
念
碑
を
中
心

　
に
」
（
『
記
録
と
記
憶
の
比
較
文
化
史
触
前
掲
）
。

⑨
鈴
木
博
之
『
見
え
る
都
市
／
見
え
な
い
都
市
1
ま
ち
づ
く
り
・
建
築
・
モ
ニ

　
ュ
メ
ン
ト
ー
撫
（
岩
波
近
代
日
本
の
美
術
3
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。

⑩
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
豊
川
（
前
掲
）
。

⑪
　
羽
賀
祥
二
「
軍
都
の
戦
争
記
念
碑
－
豊
橋
第
十
八
聯
隊
と
神
武
天
皇
銅
像
記

　
念
碑
一
」
（
田
中
彰
編
『
近
代
日
本
の
内
と
外
隔
、
吉
州
弘
文
館
、
一
九
九
九

　
年
）
。

⑫
本
膳
宏
史
『
軍
都
の
慰
霊
空
間
』
（
前
掲
）
。

⑬
小
関
隆
「
コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
の
た
め
に
」
（
『
記
憶
の
か
た
ち
暁
前

　
掲
）
。
記
憶
は
現
在
の
状
況
に
合
わ
せ
て
過
去
の
特
定
の
出
来
事
に
意
味
を
与
え

　
る
行
為
と
理
解
さ
れ
る
。
雑
多
な
記
憶
の
う
ち
、
「
公
共
の
記
憶
」
は
家
族
や
国

　
民
国
家
な
ど
共
同
体
の
共
同
性
を
有
効
に
保
証
す
る
過
去
の
認
識
と
し
て
認
知
さ

　
れ
る
。
近
代
以
降
、
公
共
の
記
憶
は
し
ば
し
ば
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
物
語
」
を
語
る
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機
能
を
担
う
。

⑭
ケ
ネ
ス
・
E
・
フ
ッ
ト
剛
記
念
碑
の
語
る
ア
メ
リ
カ
ー
暴
力
と
追
悼
の
風
景

　
一
』
（
名
古
園
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑮
和
田
光
弘
「
記
念
碑
の
創
る
ア
メ
リ
カ
」
（
前
掲
）
。

⑯
デ
ィ
ヤ
ン
・
ス
ジ
ッ
ク
『
巨
大
建
築
と
い
う
欲
望
ー
ー
権
力
者
と
建
築
家
の
2
0

　
世
紀
』
（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
。

⑰
小
島
崇
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
戦
争
の
記
念
・
顕
彰
行
為
一
対
仏
戦
争

　
～
第
一
次
世
界
大
戦
の
記
念
碑
」
（
『
記
録
と
記
憶
の
比
較
文
化
史
隔
前
掲
）
。
設

　
置
場
所
は
公
共
空
間
で
、
推
進
主
体
の
記
念
委
員
会
は
除
幕
後
に
記
念
碑
の
所
有

　
権
な
ど
を
市
自
治
体
に
移
譲
す
る
。
ま
た
、
記
念
委
員
会
は
市
長
主
宰
の
公
開
集

　
会
で
任
命
さ
れ
、
市
長
や
市
会
議
員
・
地
一
7
5
の
実
業
家
な
ど
が
多
く
加
わ
る
。

⑱
羽
賀
祥
二
「
日
清
戦
争
記
念
碑
考
－
愛
知
県
を
例
と
し
て
一
」
（
中
名
古
麗

　
大
学
文
学
部
論
集
歴
史
学
四
四
、
一
九
九
八
年
）
・
「
軍
都
の
戦
争
記
念
碑
」
（
前

　
掲
）
。

⑲
石
井
修
「
幕
末
期
の
地
域
結
合
と
民
衆
」
（
四
関
東
近
世
史
研
究
馳
二
二
、
一
九

　
八
七
年
）
、
石
井
「
東
海
道
沿
い
の
文
化
人
！
藤
沢
宿
及
び
周
辺
農
村
を
舞
台

　
に
i
」
（
関
東
近
世
史
研
究
会
編
哩
幕
末
の
農
民
群
像
f
東
海
道
と
江
戸
湾

　
を
め
ぐ
っ
て
一
』
、
一
九
八
八
年
）
。

⑳
福
山
敏
男
「
古
碑
扁
・
コ
7
5
明
天
皇
半
影
」
（
『
中
国
建
築
と
金
石
文
の
研
究
撫
福

　
山
敏
男
著
作
集
六
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
｝
九
八
　
二
年
）
。

　
　
碑
文
は
「
大
倭
国
御
谷
（
添
上
）
郡
平
城
／
之
発
駅
零
（
宇
）
八
側
（
洲
）
／

　
太
上
天
皇
之
陵
、
是
其
／
所
也
／
養
老
五
年
歳
次
立
様
／
冬
十
二
月
癸
酉
犠

　
（
朔
）
十
／
三
日
乙
颪
葬
」
（
『
東
大
寺
要
録
盛
巻
八
「
裏
書
」
）
。

⑳
　
以
上
、
東
野
治
之
槻
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
睡
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑫
服
藤
早
苗
「
墓
地
祭
祀
と
女
性
一
平
安
前
期
に
お
け
る
貴
族
層
i
」
（
『
家

　
成
立
史
の
研
究
隔
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
～
年
）
。

⑳
千
々
石
到
『
板
碑
と
そ
の
時
代
一
て
ち
か
な
文
化
財
・
み
ち
か
な
中
世

　
－
駈
（
平
凡
社
選
書
、
一
九
八
八
年
）
。

⑳
　
千
々
石
到
「
石
の
文
化
」
（
岩
波
講
座
槻
田
本
通
史
幅
中
世
3
、
一
九
九
四
年
）
。

⑮
　
日
本
の
中
世
の
石
碑
に
は
、
京
都
市
嵯
峨
二
尊
院
の
空
公
行
専
任
、
宮
城
県
松

　
島
町
の
頼
賢
行
状
碑
、
大
阪
狭
山
市
出
土
の
狭
由
池
改
修
碑
な
ど
が
あ
り
、
空
公

　
行
状
碑
や
頼
賢
行
状
碑
は
外
形
や
制
作
者
な
ど
の
点
で
、
中
国
と
の
関
係
が
き
わ

　
め
て
深
い
（
千
々
和
到
『
板
碑
と
石
塔
の
祈
り
輪
、
隈
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
、
山
川

　
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
。
ま
た
、
柳
生
の
徳
政
碑
文
は
通
称
庖
瘡
地
蔵
と
呼
ば

　
れ
る
地
蔵
石
に
彫
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
蔵
石
は
花
醐
岩
の
巨
石
で
あ
る
。
そ
の
正

　
西
に
地
蔵
菩
薩
像
が
浮
彫
り
さ
れ
、
徳
政
碑
文
は
地
蔵
の
右
に
枠
を
刻
み
、
そ
の

　
中
に
彫
ら
れ
る
（
勝
俣
鎮
夫
「
柳
生
の
徳
政
碑
文
一
「
以
前
扁
か
門
以
後
」
か

　
i
」
、
『
歴
史
と
地
理
臨
「
鍵
本
史
の
研
究
」
一
二
六
、
一
九
八
四
年
）
。

覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
入
腿
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）
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